
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代
に
対
応

　

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
（
警
察
庁
、

金
融
庁
な
ど
９
省
庁
の
共
管
）
は
現

在
、
施
行
規
則
に
お
い
て
、
非
対
面

取
引
時
の
本
人
確
認
（
注
１
）
方
法

と
し
て
「
顧
客
か
ら
本
人
確
認
書
類

の
写
し
の
送
付
を
受
け
、
顧
客
宅
に

転
送
不
要
郵
便
を
送
付
す
る
方
法
」

な
ど
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
汎
用
的
な

本
人
確
認
方
法
が
存
在
し
な
い
た
め
、

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
ビ
ジ
ネ
ス
に
支
障
を

来
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て

お
り
、
２
０
１
７
年
６
月
に
閣
議
決

定
さ
れ
た
『
未
来
投
資
戦
略
２
０
１

７
』
で
は
、「F

inTech

に
対
応
し

た
効
率
的
な
本
人
確
認
の
方
法
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
る
」
と
謳
わ
れ
て

い
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
を
受
け
て
金
融
庁

は
、
昨
年
よ
り
金
融
機
関
や
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
企
業
な
ど
と
と
も
に
「F

in-
Tech

時
代
の
オ
ン
ラ
イ
ン
取
引
研

究
会
」
を
設
置
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
完

結
す
る
本
人
確
認
方
法
に
つ
い
て
、

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び

テ
ロ
資
金
供
与
対
策
の
実
効
性
と
顧

客
の
利
便
性
の
両
面
に
配
慮
し
な
が

ら
、
メ
ン
バ
ー
外
の
団
体
な
ど
と
も

意
見
交
換
を
行
い
、
検
討
を
実
施
し

た
。
次
に
解
説
す
る
本
人
確
認
方
法

は
、
警
察
庁
に
要
望
し
て
調
整
を
図

っ
た
う
え
で
、
今
般
の
改
正
に
至
っ

た
も
の
で
あ
り
、
11
月
30
日
に
公
布

・
施
行
さ
れ
た
。

新
た
に
加
わ
っ
た

本
人
確
認
方
法
と
は

　

今
般
の
改
正
に
よ
り
追
加
さ
れ
た
、

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
本
人
確
認

方
法
は
、
次
の
四
つ
で
あ
る
（
図

表
）。
な
お
、
追
加
さ
れ
た
本
人
確

認
方
法
に
つ
い
て
は
、
不
正
対
策
の

内
容
な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
法
令
で
画

一
的
に
指
定
す
る
の
で
は
な
く
、
技

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
で
は
、
口
座
開
設
な
ど
に
際
し
、
金
融
機
関
な
ど
に
対
し
て
顧
客
の
本
人
確
認
を
行

う
義
務
を
課
し
て
い
る
。
具
体
的
な
本
人
確
認
方
法
は
施
行
規
則
で
規
定
し
て
い
る
が
、
本
年
11
月
30
日
、

﹁
オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
本
人
確
認
方
法
﹂
を
追
加
す
る
こ
と
な
ど
を
内
容
と
す
る
改
正
が
行
わ
れ
た
。
本
稿

で
は
、
改
正
事
項
の
う
ち
、﹁
オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
本
人
確
認
方
法
﹂
の
概
要
に
つ
い
て
、
条
文
お
よ
び
公

表
さ
れ
た
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
を
踏
ま
え
て
紹
介
・
解
説
を
行
う
。

犯
罪
収
益
移
転
防
止
法
施
行
規
則
改
正
の
解
説

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る

本
人
確
認
方
法
の
新
設
に
つ
い
て

金
融
庁
企
画
市
場
局
市
場
課 

課
長
補
佐

（
前
総
務
企
画
局
企
画
課
調
査
室
　

課
長
補
佐
）

鈴
木 

善
計

企
画
市
場
局
総
務
課
調
査
室
　

課
長
補
佐 

濱
端 

美
佐

企
画
市
場
局
総
務
課
調
査
室
　

制
度
調
査
第
一
係
長
　
畑 

考
行

11
月
30
日

施
行
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術
革
新
や
事
業
者
の
創
意
工
夫
に
よ

る
実
効
的
な
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
対
策
を

可
能
と
す
る
こ
と
に
配
慮
し
た
。

①
顧
客
か
ら
写
真
付
き
本
人
確
認
書

類
の
画
像
と
本
人
の
容
貌
の
画
像
の

送
信
を
受
け
る
方
法
（
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
の
ビ
デ
オ
通
話
機
能
を
利
用

し
た
方
法
も
可
）（
施
行
規
則
６
条

１
項
１
号
ホ
）

②
顧
客
か
ら
写
真
付
き
本
人
確
認
書

類
の
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
情
報
と
本
人
の
容

貌
の
画
像
の
送
信
を
受
け
る
方
法

（
同
６
条
１
項
１
号
ヘ
）

③
顧
客
か
ら
１
枚
に
限
り
発
行
さ
れ

る
本
人
確
認
書
類
の
画
像
ま
た
は
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
情
報
の
送
信
を
受
け
る
と

と
も
に
、
銀
行
な
ど
の
預
貯
金
取
扱

金
融
機
関
ま
た
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
会
社
に
当
該
顧
客
が
本
人
確
認
済

み
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
方
法

（
同
６
条
１
項
１
号
ト
⑴
）

④
顧
客
か
ら
１
枚
に
限
り
発
行
さ
れ

る
本
人
確
認
書
類
の
画
像
ま
た
は
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
情
報
の
送
信
を
受
け
る
と

と
も
に
、
当
該
顧
客
の
預
貯
金
口
座

（
銀
行
な
ど
に
お
い
て
本
人
確
認
済

み
の
も
の
）
に
金
銭
を
振
り
込
み
、

当
該
顧
客
か
ら
当
該
振
込
を
特
定
す

る
た
め
に
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ

た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
画

面
の
画
像
な
ど
の
送
付
を
受
け
る
方

法
（
同
６
条
１
項
１
号
ト
⑵
）

不
正
対
策
の
観
点

　

次
に
、
各
本
人
確
認
方
法
の
留
意

事
項
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

ア
こ
こ
で
い
う
本
人
確
認
書
類
の
画

像
と
は
、「
特
定
事
業
者
（
犯
罪
収

益
移
転
防
止
法
上
の
規
制
対
象
と
な

る
銀
行
な
ど
の
事
業
者
）
が
提
供
す

る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し
て
撮

影
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要

件
と
さ
れ
て
い
る
。「
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
」
と
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

の
ア
プ
リ
を
意
味
し
、
特
定
事
業
者

が
開
発
し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
に
加
え
、

特
定
事
業
者
の
委
託
先
な
ど
が
開
発

し
た
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
も
こ
れ
に
含
ま

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
不
正

対
策
の
観
点
か
ら
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

は
画
像
の
加
工
機
能
が
な
い
も
の
で

あ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
こ
れ
は
、
ビ
デ
オ
通
話
機
能
も
同

様
）（
前
述
の
①
、
③
、
④
関
係
）。

イ
「
写
真
付
き
本
人
確
認
書
類
」
と

は
、
具
体
的
に
は
運
転
免
許
証
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
で
あ
る
。「
１
枚
に
限
り
発
行

オンラインで完結する本人確認方法の新設について

〔図表〕 オンラインで完結する４つの本人確認方法

本人確認書類のICチップ情報送信　＋　本人の容貌の画像送信

２．ICチップ情報＋顧客の容貌の画像送信（６条１項１号ヘ）

顧客 事業者

本人確認書類の画像またはICチップ情報送信

４．顧客名義口座への少額振込（６条１項１号ト⑵）

顧客名義口座に少額振込

インターネットバンキングの取引明細画面の画像送信

顧客 事業者

本人確認書類の画像送信　＋　本人の容貌の画像送信

１．本人確認書類の画像＋本人の容貌の画像送信（６条１項１号ホ）

※インターネット上のビデオ通話機能を利用した方法も可。

顧客 事業者

本人確認書類の画像またはICチップ情報送信

３．銀行などへの照会（６条１項１号ト⑴）

銀行などに顧客情報を照会

顧客 事業者

銀行など

金融財政事情33 2018．12．10



さ
れ
る
本
人
確
認
書
類
」
に
は
、
運

転
免
許
証
な
ど
に
加
え
て
保
険
証
な

ど
も
含
ま
れ
る
（
前
述
の
①
〜
④
関

係
）。

ウ
本
人
確
認
書
類
を
撮
影
し
た
画
像

に
つ
い
て
は
、
本
人
確
認
書
類
の

「
厚
み
そ
の
他
の
特
徴
」
が
確
認
で

き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。「
厚
み
そ
の
他
の
特

徴
」
と
は
、
本
人
確
認
書
類
の
外
形
、

構
造
、
機
能
な
ど
の
特
徴
か
ら
そ
の

真
正
性
の
確
認
に
資
す
る
部
分
を
い

い
、
例
示
と
し
て
厚
み
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
特
殊
光
を
あ
て

る
と
本
人
確
認
書
類
か
ら
特
殊
な
文

字
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
な
本
人
確

認
書
類
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
撮
影
し

た
画
像
も
「
特
徴
」
に
該
当
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
厚
み
」
を

確
認
で
き
る
部
分
を
撮
影
す
る
場
合
、

本
人
確
認
書
類
を
斜
め
に
傾
け
て
、

本
人
確
認
書
類
の
記
載
の
全
部
ま
た

は
一
部
が
写
る
よ
う
に
し
て
撮
影
さ

せ
る
な
ど
、
同
一
の
本
人
確
認
書
類

の
厚
み
が
撮
影
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
措
置
は
、

不
正
対
策
の
観
点
か
ら
求
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
（
前
述
の
①
、
③
、
④

関
係
）。

エ
不
正
対
策
の
観
点
か
ら
、
本
人
確

認
書
類
や
容
貌
は
、
特
定
事
業
者
が

提
供
す
る
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
使
用
し

て
本
人
の
確
認
時
に
撮
影
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
。
特
定
事
業
者
は
、

こ
の
点
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

具
体
的
な
方
法
は
特
定
事
業
者
が
判

断
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
例
え
ば
、

本
人
確
認
書
類
お
よ
び
容
貌
の
撮
影

時
に
、
顧
客
に
対
し
て
ラ
ン
ダ
ム
に

指
定
し
た
行
為
の
実
施
な
ど
を
求
め

る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
本
人
確
認
書
類
と
容
貌
は
、

検
証
に
支
障
が
な
け
れ
ば
同
時
に
撮

影
し
て
も
よ
い
。
ま
た
、
①
の
ビ
デ

オ
通
話
機
能
を
用
い
て
顧
客
の
挙
動

を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
確
認
し
た
と
き

に
は
、
こ
う
し
た
措
置
を
と
る
必
要

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
前
述
の
①

〜
④
関
係
。
②
〜
④
で
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ

情
報
を
送
信
す
る
場
合
は
本
人
確
認

書
類
の
画
像
は
不
要
。
③
、
④
は
容

貌
の
画
像
は
不
要
）。

オ
顧
客
か
ら
送
信
を
受
け
る
本
人
確

認
書
類
や
容
貌
の
画
像
は
、
静
止
画

に
限
ら
ず
動
画
で
も
よ
い
。
顧
客
か

ら
動
画
の
送
信
を
受
け
た
場
合
、
本

人
確
認
記
録
（
注
２
）
に
添
付
す
る

も
の
は
、
動
画
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

動
画
か
ら
必
要
部
分
を
切
り
取
っ
た

画
像
で
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
（
前

述
の
①
〜
④
関
係
）。

カ
顧
客
か
ら
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
組
み
込
ま
れ
た
Ｉ

Ｃ
チ
ッ
プ
を
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
で
読

み
取
っ
た
顧
客
情
報
の
送
信
を
受
け

る
場
合
、
秘
密
鍵
で
暗
号
化
さ
れ
て

い
る
事
項
の
送
信
を
受
け
、
こ
れ
を

公
開
鍵
で
復
号
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

真
正
な
情
報
で
あ
る
か
を
確
か
め
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

（
前
述
の
②
〜
④
関
係
）。

キ
特
定
事
業
者
は
、
送
信
を
受
け
た

本
人
確
認
書
類
の
顔
写
真
と
顧
客
の

容
貌
が
一
致
す
る
か
を
確
認
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
目
視
に
よ
る
確
認
に

限
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
十
分
な
性
能
を

有
す
る
顔
認
証
技
術
を
使
用
し
て
確

認
す
る
こ
と
も
可
能
と
考
え
ら
れ
る

（
前
述
の
①
、
②
関
係
）。

ク
本
人
確
認
方
法
③
（
本
人
確
認
書

類
の
画
像
な
ど
の
送
信
＋
銀
行
な
ど

へ
の
照
会
）
は
、
例
え
ば
、
Ⓐ
特
定

事
業
者
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

の
中
で
顧
客
か
ら
本
人
確
認
書
類
の

画
像
な
ど
の
送
信
を
受
け
る
↓
Ⓑ
特

定
事
業
者
の
ア
プ
リ
か
ら
当
該
顧
客

が
利
用
す
る
銀
行
な
ど
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ

イ
ト
に
遷
移
す
る
↓
Ⓒ
当
該
顧
客
が

銀
行
な
ど
の
サ
イ
ト
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
の
暗
証
番
号
や
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
の
ロ
グ
イ
ン
パ
ス

ワ
ー
ド
な
ど
を
入
力
し
、
銀
行
な
ど

が
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
で
あ
る
旨

の
確
認
を
す
る
↓
Ⓓ
特
定
事
業
者
が

Ａ
Ｐ
Ｉ
な
ど
を
利
用
し
て
銀
行
な
ど

が
保
有
す
る
当
該
顧
客
の
情
報
と
顧

客
か
ら
送
信
さ
れ
た
本
人
確
認
書
類

の
情
報
が
一
致
し
て
い
る
か
を
確
認

す
る
と
い
っ
た
流
れ
が
想
定
さ
れ
る
。

　

特
定
事
業
者
は
条
文
上
、「
他
の

特
定
事
業
者
が
当
該
顧
客
か
ら
当
該

顧
客
し
か
知
り
え
な
い
事
項
の
申
告

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
顧
客

が
本
人
確
認
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い

る
顧
客
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
こ
と
」
を
確
認
す
る
義
務

を
負
う
。
先
の
例
で
い
う
と
、
ほ
か

の
特
定
事
業
者
が
Ⓒ
の
措
置
を
取
っ

た
あ
と
で
な
け
れ
ば
Ⓓ
の
措
置
に
移

行
で
き
な
い
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
特

定
事
業
者
と
他
の
特
定
事
業
者
と
の

間
で
情
報
連
携
が
な
さ
れ
た
場
合
、

特
定
事
業
者
に
お
い
て
当
該
確
認
が

な
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
前
述
の
③
関
係
）。

ケ
本
人
確
認
方
法
④
（
本
人
確
認
書

類
の
画
像
な
ど
の
送
信
＋
顧
客
口
座

へ
の
振
込
）
は
、
例
え
ば
、
ⓐ
特
定

事
業
者
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
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の
中
で
顧
客
か
ら
本
人
確
認
書
類
の

画
像
な
ど
の
送
信
を
受
け
、
加
え
て

顧
客
が
す
で
に
ほ
か
の
銀
行
な
ど
で

開
設
し
て
い
る
口
座
の
口
座
番
号
の

伝
達
を
受
け
る
↓
ⓑ
特
定
事
業
者
が

顧
客
の
口
座
に
任
意
の
金
額
を
振
り

込
む
↓
ⓒ
当
該
顧
客
か
ら
当
該
振
込

を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
が

記
載
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン

キ
ン
グ
画
面
を
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ
ッ

ト
で
撮
影
し
た
画
像
な
ど
の
送
付
を

受
け
る
と
い
っ
た
流
れ
が
想
定
さ
れ

る
。

　

特
定
事
業
者
は
、
ⓑ
に
際
し
、
本

人
確
認
書
類
に
記
載
さ
れ
た
顧
客
の

氏
名
と
顧
客
の
口
座
名
義
が
一
致
し

て
い
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

ⓒ
の
「
当
該
振
込
を
特
定
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項
」
と
は
、
例
え
ば
、

特
定
事
業
者
が
ラ
ン
ダ
ム
に
決
め
た

振
込
金
額
や
特
定
事
業
者
が
振
込
人

名
義
欄
に
ラ
ン
ダ
ム
に
付
し
た
識
別

番
号
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

条
文
上
、
こ
の
本
人
確
認
方
法
が

利
用
で
き
る
預
貯
金
口
座
は
、
振
込

先
の
銀
行
な
ど
に
お
い
て
本
人
確
認

済
み
の
口
座
に
限
ら
れ
て
い
る
。
特

定
事
業
者
が
振
込
先
の
銀
行
な
ど
に

お
い
て
当
該
口
座
が
本
人
確
認
済
み

で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
方
法

と
し
て
は
、
振
込
先
の
銀
行
な
ど
が

す
べ
て
の
顧
客
に
つ
い
て
本
人
確
認

済
み
で
あ
る
旨
を
公
表
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
方
法
や
、
す
べ
て
の

顧
客
が
本
人
確
認
済
み
で
な
い
場
合

で
あ
っ
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
の
利
用
約
款
で
利
用
顧
客

は
本
人
確
認
済
み
の
顧
客
に
限
る
旨

を
規
定
し
て
公
表
し
て
お
り
、
当
該

顧
客
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
の
利
用
顧
客
で
あ
る
旨
を
確
認
す

る
方
法
（
ⓒ
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ

ン
キ
ン
グ
画
面
を
ス
ク
リ
ー
ン
シ
ョ

ッ
ト
で
撮
影
し
た
画
像
の
送
付
を
受

け
る
方
法
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
確
認
方
法
を
可
能
と

す
る
た
め
に
は
、
銀
行
な
ど
の
協
力

が
必
須
で
あ
り
、
当
該
本
人
確
認
方

法
を
利
用
で
き
る
社
会
的
環
境
を
整

備
す
る
観
点
や
自
身
の
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金
供

与
対
策
の
高
度
化
の
観
点
か
ら
、
上

記
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
（
前
述
の
④
関
係
）。

＊　

＊　

＊

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
完
結
す
る
本
人
確

認
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
者
の
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
進
め
、
顧
客
の
利
便

性
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
人
確
認
は
、
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資
金

供
与
対
策
の
入
口
と
な
る
重
要
な
手

段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
正
施
行
規

則
の
施
行
後
、
こ
れ
ら
の
本
人
確
認

方
法
を
採
用
す
る
事
業
者
は
、
利
用

者
の
利
便
性
だ
け
で
な
く
、
マ
ネ
ー

・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お
よ
び
テ
ロ
資

金
供
与
対
策
の
実
効
性
に
も
十
分
配

慮
し
て
適
切
な
運
用
に
努
め
て
い
た

だ
き
た
い
。
本
稿
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン

で
完
結
す
る
本
人
確
認
方
法
の
採
用

を
検
討
す
る
事
業
者
や
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
提
供
会
社
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。

（
本
稿
で
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
網
羅
的
に
記

載
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
条
文
お

よ
び
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
結
果
も
よ

く
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
本
稿
に

お
け
る
意
見
は
、
執
筆
者
の
個
人
的
見

解
で
あ
り
、
金
融
庁
の
公
式
見
解
で
は

な
い
）

（
注
）１　

法
令
に
お
い
て
「
本
人
特
定
事

項
の
確
認
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
も

の
を
、
本
稿
で
は
、
単
に
「
本
人
確

認
」
と
記
載
し
て
い
る
。
本
人
特
定

事
項
と
は
、「
氏
名
」「
住
所
」「
生

年
月
日
」
を
指
す
。

２　

法
令
に
お
い
て
「
確
認
記
録
」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
本
稿

で
は
「
本
人
確
認
記
録
」
と
記
載
し

て
い
る
。

オンラインで完結する本人確認方法の新設について

す
ず
き　

よ
し
か
ず

07
年
財
務
省
入
省
、
08
年
金
融
庁
監

督
局
信
用
機
構
対
応
室
、
14
年
総
務

企
画
局
企
画
課
信
用
制
度
参
事
官
室
、

16
年
企
画
課
調
査
室
、
18
年
７
月
か

ら
現
職
（
総
務
課
信
用
制
度
参
事
官

室
課
長
補
佐
を
兼
務
）。

は
ま
ば
た　

み
さ

97
年
財
務
省
関
東
財
務
局
入
省
、
08

年
金
融
庁
監
督
局
証
券
課
、
15
年
総

務
企
画
局
政
策
課
、
17
年
７
月
か
ら

現
職
。

は
た　

た
か
ゆ
き

04
年
財
務
省
近
畿
財
務
局
入
省
、
11

年
金
融
庁
総
務
企
画
局
企
画
課
法
務

室
、
14
年
警
察
庁
出
向
、
16
年
７
月

か
ら
現
職
。
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